
第７回大阪府石油コンビナート等防災計画進行管理検討部会議事録 

 

○と き 令和２年 12月 15日（火曜日） 10時 00分から 12時 00分まで 

○ところ ウエブ会議 

 

【事務局】 

 それでは、定刻になりましたので、これから第７回大阪府石油コンビナート等防災計画進

行管理検討部会をはじめさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

【一同】 

 お願いします。 

 

【事務局】 

 本日の司会を務めさせていただきます、本部会事務局の危機管理室消防保安課の小穴でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず最初に、事前にお送りしました資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 最初にまず一番上に次第、進行管理検討部会の設置要綱、検討管理部会の会員名簿、資料

1－1、資料 1－2、資料 1－3、資料 1－4、資料 2－1、資料 2－2、資料 2－3、資料 2－4、資

料 2－5、最後に 1枚ものの資料 3、皆様準備が整われておりますでしょうか。 

 資料が足りない等いらっしゃいましたら、発言か挙手をよろしくお願いします。 

 なお、お配りした資料の中で、「質問」や「○
まる

」と記載された紙があると思いますけれど

も、これは質問があるときや、ご同意いただきたく際などに必要に応じて画面にご掲示くだ

さい。よろしくお願いします。 

 本会議は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためウェブによる開催としております。 

 また、ＹｏｕＴｕｂｅのライブ配信による一般への公開もしております。 

 まず、本日ご議論をお願いする内容などについて、事務局からご説明させていただきます。 

 

【事務局】 

 はい、事務局を代表しまして消防保安課参事をしております田中といいます。よろしくど

うぞお願いします。 

 本日は年末にも関わらず、ご多忙のところ本検討部会にご出席いただきまして誠にありが

とうございます。 

 大阪府では、新型コロナ警戒信号、赤信号が点灯しているところでございまして、不要・

不急の外出の自粛をお願いしているところでございます。 

 そのため、今回、検討部会をウェブ会議システムで全員ご出席いただきたいということで

ご協力をお願いしたところ、賛同いただきまして本当にありがとうございます。 

 先ほど事務局から説明させていただきましたようにＹｏｕＴｕｂｅのライブ配信により



公開とさせていただいておりますのでよろしくどうぞお願いします。 

 本検討部会ですけれども、防災計画を着実に推進しまして、またその実効性を高めるため

に進行管理を行うという部会になってございますので、今日の議題は大きく２つございます

けれども、皆様に様々な立場からご議論いただきたいなというふうに考えております。 

 本日の議題、今年の 7月 6日に部会を開催させていただいた時に意見を多数いただきまし

た。それらの内容を踏まえて一部修正させていただいておりますので、その辺をご説明させ

ていただきたいなと思っております。 

 大きく２題ございまして、第 3期対策計画の進め方と、大阪府石油コンビナート等防災計

画の修正という２つの議題になっております。 

 計画の修正は災害想定であったり、低減状況であったり、項目が多くなってございます。 

時間が限られている中になるかもわかりませんけれども、ご意見、ご助言をいただきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 続きまして本日の出席者の方をご紹介いたします。まず室﨑部会長、小池委員。 

 

【室﨑部会長、小池委員】 

 よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 北委員。 

 

【北委員】 

 大阪市消防局の北です、よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 篠﨑委員。 

 

【篠﨑委員】 

 堺・泉北特防協の篠﨑です。よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 鈴木委員、鈴木委員におかれましては本日、所用のためご欠席となっております。 

 続きまして妙中委員。 

 

【妙中委員】 

 堺市消防局、妙中です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 



【事務局】 

 髙橋委員。 

 

【髙橋委員】 

 関西大学の髙橋です。よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 辰馬委員。 

 

【辰馬委員】 

 大阪北港防災協議会の辰馬でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 北委員におかれましては、設備の都合上、音声のみでのご出席となりますのでご了承くだ

さい。 

 事務局は危機管理室消防保安課の田中参事、水間課長補佐、伊藤主査、そして私、小穴で

ございます。 

 議事進行につきましては、設置要綱第 5条により部会長が議長を務めることとなっており

ますので、それでは室﨑先生、以降の進行をよろしくお願いいたします。 

 

【室﨑部会長】 

 はい、室﨑です、よろしくお願いします。 

 それでは議事次第に従いまして進行させていただきたいと思います。 

 議事の 1番目、第 3期対策計画の進め方につきまして事務局から説明をよろしくお願いい

たします。 

 

【事務局】 

 はい、事務局の大阪府消防保安課の伊藤です。よろしくお願いします。 

 まず、議事の 1番目、第 3期対策計画（令和 3年度から 5年度）の進め方（案）について

ご説明いたします。 

 第 3期対策計画につきましては、今年の 7月の検討部会において委員の方にご議論、ご意

見をいただきました。 

 その中で、第 3期対策計画につきましてはこれまでの重点項目の設定に加えまして、安全

に係る企業活動の再点検やＢＣＰの策定の見直しなど、企業さんで実施されている自主的な

防災の取組みについて、事業所間で共有・活用する仕組みを防災本部の方で整えて、それを

事業所さん間で共有して全体の防災力を上げていくという取組みが必要ではないかという

ご意見をいただきましたので、それを踏まえ、下の図になるのですけれども、第 3期対策計

画では①重点項目、これは従来の重点項目ですが、重点項目の進行管理と、②事例の共有・



活用という 2本立てで進めさせていただきたいと考えております。 

 もう 1つ、7月の検討部会からの変更点についてです。まず「（1）重点項目の修正につい

て」というところで、事例の共有・活用に関係しますが、第 2期対策計画で取組みが進んで

いたので、当初は継続しないとしていた、ここに書かれている 3つの「建物・地震の津波対

策」、「安全に係る企業活動の再点検」、「ＢＣＰの策定・見直し」については継続なしではな

くて、今後は事例を共有・活用する仕組みで進めたいと考えています。 

 次にこちらも 7 月の検討部会で「事務局で検討します」とご回答させてもらった分です。

まず「代替措置について」の「タンク配管への緊急遮断弁の設置」について、検討部会の後

に事務局が事業所さんにヒアリングを行った結果を、今回進め方の修正に反映させています。

こちらは後ほど説明させてもらいます。 

 次に「小規模タンクの漂流対策」ですが、第 3期対策計画では 500kL未満の小規模タンク

の津波による浮き上がりや滑動対策について重点項目として挙げる予定です。 

 こちらは今回議題の 2に関連するのですが、事業所さんに現在の危険物タンクの津波対策

について今回アンケートをとりました。 

 その結果について、事例を挙げまして代替措置として認められるかどうかを今日ご意見、

ご議論いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 次の資料 1－2では、まず「自主的な防災・減災対策に関する取組みを事業所間で共有し、

活用を促す仕組み」というところで挙げさせてもらっています。 

 先ほど説明をさせてもらったのですけれども、ＢＣＰの見直しやその他安全に係る規定の

見直し等を事業所さんで絶えず取り組まれているものということなので、こちらの事例を収

集するような仕組みを今後事務局で設けていきたいと考えております。 

 その仕組みの流れというのがＡ3の左ページになります。 

 まず特定事業所さんでは、ＰＤＣＡサイクルに沿いまして、ＢＣＰの策定や計画の策定を

されていると。その後、訓練や事故が発生するとか、災害対応とかいろいろ契機はあると思

うのですが、そういう契機を踏まえて、チェックというところで、見直し、改善策の検討が

なされて、アクションというところで、実際に改善策を新たに実行する、という流れがある

だろうかと思います。 

 こちらにつきまして、防災本部の方で、まだ検討段階であるのですが、例えば、事業所さ

んにウェブで入力できるフォームを作るとか電子メールで情報をいただくとかいろいろあ

ると思うのですけれども、我々事務局でそういう事例をまず入力していただけるような仕組

みというのを作り、そこで事例の収集をしまして、もし事業所さんの方で、例えば好事例を

大阪府のホームページに公開してもいいよとご同意があったりすれば、もちろん施設名や企

業、事業所名は分からないような形にして、いろいろ企業秘密もあろうかと思いますので、

その辺を確認いただいた後に公開というのを考えているところです。 

 一方、この図の下のところですが、国や関係団体が公表している事故やヒヤリハット事例

で、コンビナートの防災というのは、例えば消防法や高圧ガス保安法もありますし、毒劇法

とか、いろんな法律が多岐にわたっていて、それぞれの所管する省庁なり、関係団体の方で

事故事例なりいろんな事例が取りまとめられています。 



 こういう情報を、例えば今後府のホームページで集約、掲載をして、事業所さんなり、行

政関係者が情報を集約しやすい仕組み、見やすい、ここにアクセスすれば見られるっていう

ような、わかりやすいものを作っていけたらなと考えているところです。 

 Ａ3の右の方は先ほど口頭で説明させてもらった内容になりまして、事例を収集して、そ

の右上の 2番ですけれども、例えばなかなか上がってこない従業員さんの感想や教訓、そう

いう生の声も収集できたらなと考えているところです。 

 そこで 4番のところですけれども、なにぶんこういう取組みが初めてで試行錯誤をして進

めないといけないというのはもちろんなのですが、今我々として現状、課題と考えているも

のを以下に 3点挙げています。 

 やはりまず事業所さんから継続的にかつ積極的に情報をいただけるようなスキームを

我々で構築していかないといけないというところと、あと先ほども申し上げたのですけれど

も、所管法令なり関係団体が複数に渡っているので、情報を適切に収集していくというとこ

ろも課題であります。 

 それにも関連するのですが、幅広い分野の情報を関係機関で活用できるようなホームペー

ジ、こういうのを構築していかないといけないというような課題を我々は感じているところ

です。資料 1－2の説明は以上です。 

 次は資料 1－3 になります。7 月の検討部会で、まず緊急遮断弁の設置ですけれども、代

替措置を検討すると報告をさせてもらいました。 

 具体的には、7 月の検討部会で未対策タンク 47 基についてこちらのタンクをお持ちの事

業所さんに災害があったときにどういう対応をとられているのですか、というヒアリングを

行いました。隣接するタンクの配管系統全体で弁を閉めて、そこで流出対策を取られている

とおっしゃられていましたので、事務局で代替措置として見てもらえるかどうか検討します

と 7月の検討部会でご説明させてもらいました。 

 この対象が 3事業所あり、こちらの事業所さんにヒアリングを行い、その結果ですけれど

も、受入れ、受け払い時以外は主要な配管弁は閉止しています、とのことでした。。 

 災害発生時はタンクの元弁を作業員、従業員さんが閉めに行き、もちろん作業員さんに対

しては手順の教育訓練を実施していますという御回答でした。 

 これらのこの取組みについて、現在のこの表の真ん中にあります「代替措置（弁は未設置）」

に分類されますので、令和 2年度実績で事業所さんには、「代替措置（弁は未設置）」にして

ご報告をお願いしますということをお伝えしました。 

 あとはもちろん緊急遮断弁の設置というのがベストな対応でありますので、事業所さんに

は引き続き弁の設置をお願いしていくというふうになります。 

 次が小規模タンクの漂流対策ですけれども、今回事業所さんにタンクの対策についてアン

ケートを取りました。 

 その結果が下の表ですけれども、まずこちらの表で、「（追加）」と入れていない「タンク

注水」と「アンカー等による固定」というのが、7月の検討部会で事務局から挙げさせても

らった代替措置の例になりますが、今回新たに事業所さんから出てきた措置としてまず「防

油堤の設置」というのがあります。 



 こちらについては、防油堤を津波の波力に対する耐力を有するものに改修をして、かつ想

定される津波の高さ以上の防油堤にするというものです。 

 もう 1 つが、「他のタンクからの内容物の移送」というところなのですけれども、こちら

もあらかじめ津波が到達するまでに、津波によってタンクが浮き上がったり滑動したりしな

いような油の高さまで移送して高さを確保して津波による被害を防止するという措置にな

ります。 

 もちろん移送するにあたって配管の破損がありますと、危険物が漏えいするおそれがあり

ますので、もちろん危険物の漏えいのおそれがないというのを確認してからの移送になると

いうようなものです。 

 最後、「アンカー等による固定」ですけれども、7月の検討部会でも説明をさせてもらって

いるのですけれども、現在消防庁で津波による滑動対策の工法が検討されているところです。 

 ですので、今後、事務局でそういった情報が消防庁から公開されるなり、情報が入り次第、

事業所さんに提供させてもらいまして、こういった工法も活用していただけたらと考えてい

るところです。 

 最後に資料 1－4 が今回の変更点を含めた進め方になりまして、変更があった箇所だけを

簡単にご説明させてもらいます。 

 まず 1ページ目の「はじめに」というところで、その今回の進め方のスキームを載せてい

ます。 

 次が 3ページ目で、「第 1期対策計画から第 3期対策計画重点項目の関係」というところ

ですけれども、継続しないとしていた「建物の地震・津波対策」、「安全に係る企業活動の再

点検」、「ＢＣＰの策定・見直し」について、「事例の共有・活用」と変更させてもらってい

ます。 

 これに関連しまして、事例を共有・活用する仕組みですけれども、5 ページ目の資料 1－

2で説明させてもらいました活用の仕組みをここに掲載しております。 

 残り 3つの変更点ですけれども、まず 6ページ目で、①の重点項目の〇（白丸）2つの「緊

急遮断弁を設置する以外の方策」というところで、7月の検討部会の段階では・（黒ぽつ）が

2つありまして、その 2つ目がタンクに隣接する配管の系統全体で弁を閉める流出防止対策

だったのですが、今回 3事業所さんにヒアリングを行った結果、タンクの元弁を閉めに行く

というようなところでしたので今回この・（黒ぽつ）の 2つ目を削除しております。 

 次に 8ページ目の重点項目「③小規模タンクの漂流対策」ですけれども、今回の事業所さ

んのヒアリング結果を追加していて、これが〇（白丸）の「管理油高（下限値）の見直し以

外の対策」の・（黒ぽつ）2つです。 

 「予め送水能力などの計算を行い」というところと、「防油堤（津波の波力に対する耐力

を有し）」と、この・（黒ぽつ）2つを追記しております。 

 次に最後のページになるのですが、15ページ目の「小規模タンクの漂流対策の考え方」の

ところで、資料 1－3 で説明させてもらった内容を参考にこちらに掲載をしています。議題

の（１）について説明は以上です。 

 



【室﨑部会長】 

 どうもありがとうございました。それではただいまのご説明について質問、ご意見を伺い

たいと思っております。 

 質問とかご意見があるときは直接声をかけていただくと多分画面に表示されるかもしれ

ませんし、それからお手元に「質問」という紙が届いていて、その「質問」という紙を出し

ていただいてもいいし、手を挙げていただいてもいいので、そういうジェスチャーを取って

いただければ私の方から指名させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 大きくは前回の委員会でとても大切なことを決めていただいて、事例の共有・活用を図っ

ていくという良い事例をみんなの間で共有していくというようなこと、そのシステムをどう

するのかっていう話と、それからもう 1つは前回も議論になりましたけれども、いわゆる重

点項目の中で小規模タンクの漂流対策だとか、それ以上に緊急遮断弁の設置に対する代替措

置等の議論をしていこうということ、それについて少し事業所さんともヒアリング等をして

いただいて、代替措置が具体的に見えてきましたのでそれを踏まえた修正を少しさせていた

だいているので、それについてのご意見を伺いたいということでございます。それではよろ

しくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 緊急遮断弁の設置ですが、ソフト対策をしっかりして取り組んで訓練をしっかりやってい

ただくのが前提条件だと思のですけれど、いざというときは手動でスタッフが閉めるんだと

いうことでその訓練等もしっかりやられておられれば、一応とりあえずの代替措置としては

認めると。 

 ただそれは永遠にそうではなくて、できれば緊急遮断弁を設置する方向に将来的には努力

していただく、多分そういう方向をお示ししていただいているのではないかと思いますが。 

 何かご意見、特にございませんか。髙橋先生何かございますでしょうか。 

 

【髙橋委員】 

 はい、特に質問はありません。コメントとして重点項目、継続なしの 3点について今回も

う 1回継続にしていただけるっていうのは大変結構かなと思います。 

 だいぶ整備したけれども、それはやっぱり皆さんで共有いただいてお互いに参考にしてい

ただいてまたそれを踏まえて新しいものが出てくる可能性もあるので、もう 1回重点項目に

していただいたことは本当にいいことです。 

 それから生かすためにやっぱりポータルサイトの方が重要になってくると思いますので、

皆、各事業所さんがちょっと出しやすいような形にしていただければよろしいかなと思いま

す。それくらいです。 

 

【室﨑部会長】 

 はい、どうもありがとうございます。 

 今言われたそのポータルサイトっていうか、共有のサイトをどう作るのかっていうのはち

ょっと今後の課題っていうか、少し事務局サイドでも事業所さんと少し共同する形でぜひ作

っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。その他いかがでしょうか。 



 堺泉北の防災地区協議会の篠崎さんはいかがですか。事業所側として何かコメントござい

ますでしょうか。そんな公表されて困るとかいうご意見があるかもしれませんので、いかが

でしょうか。 

 

 

【篠﨑委員】 

 情報共有というところですね。ここが非常に有効な手段だと思いますし、すべて公表する

とはいかないところもあると思いますけれども、やはり近隣企業がお互い安全にやっていく

必要がありますので、何かあったときの事例と対策ですね。 

 特にどういう対策をというのはかなり大事だと思いますので、そういう共有するシステム

作りはぜひともお願いしたいと思います。 

 それと緊急遮断弁の代替措置の中で、たくさん配管がある中で元バルブを閉めに行く対策

案がありますけれども、訓練されているので対策としては良いと思うのですけれども、実際

の大きな地震とか津波があったときは、その設備に到着するまでに、例えば道路の陥没であ

るとか、防油堤が倒壊しているとかが起こり、現地に行くことによって二次災害が起こるこ

とも考えられますので、やはり遠隔でできるものを将来的に考えていただくことが大事かと

思います。 

 最悪どうなるかっていったところも想定した訓練が必要だと思います。以上です。 

 

【室﨑部会長】 

 どうもありがとうございました。 

 もうひとかた、今度は大阪北港防災協議会の辰馬さんいかがでしょうか。 

 

 

【辰馬委員】 

 情報共有のところはもうおっしゃられてご意見が出尽くしているとは思いますが、やはり

良い情報というのはなかなか共有する仕組みが今までなくて、消防庁様とかあるいは厚生労

働省さんがいろんな事故事例とかをいろいろ出してはいただいているのですけれども、これ

を私どもも取り入れたら、この部署に取り入れたら非常に良い活動ができるのではないかと

いうのをやっぱり積極的に出していくという意識を私たちが持っていくことが必要かなと

思います。 

 それと地震があったとき、津波があるときに弁を閉めに行くというのは訓練でしかないの

ですけれども、例えば閉めにくい弁が実際あるかどうかなんていうのをしっかりＰＤＣＡを

回していただいて、場合によってはハード対策をしないといけないところが出て見つかるか

もしれません。そこまでしっかり掘り下げて私どもはやっていくということを考えていきた

いと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。 

 

【室﨑部会長】 



 どうもありがとうございます。 

 非常に大切なご意見をいただいて、これからの取組みに生かしていけるのではないかと思

っております。 

 特に今言われた良い事例を紹介するってとても大切なことだと思うのです。 

 今まで失敗事例ばかりをいろいろ紹介していて、それはそれで必要ですけれども、進んだ

取組みというか、例えば今の緊急遮断弁を閉める訓練みたいなものをうちはこういう形で訓

練しているのだという報告があると、そういうことならうちもできるのではないかとお互い

刺激にもなるかもしれませんので、なるべくそういう良い事例を積極的に紹介していただけ

れば良いのではないかと思っておりますので、ぜひこれは最初髙橋先生からご指摘がありま

したけれどもとても良い仕組みだと思いますので、ポータルサイトっていうかホームページ

というか、少し軌道に乗るようにちょっと皆さん方で努力していただければありがたいと思

います。どうもありがとうございました。 

 その他何かこれにつきましてご意見等ございますでしょうか。 

 前回からとても良い仕組みができたと思って私は少しかなり満足しているところでござ

います。はい、どうもありがとうございます。 

 事務局サイドから何かご意見ありますか。はい、どうぞ。 

 

【小池委員】 

 危機管理室長の小池でございます。 

 前回ご議論されてプラットフォームを作っていきましょうと。それで我々も中で議論した

ときにやはり過去第 1次計画、第 2次計画、皆さん各企業様が非常にご努力をなされて、強

い安全で、強いコンビナート作りを進めてきたと。 

 昨今化石燃料の取り巻く業態が非常に厳しい状況で、やっぱり選ばれるこの地区っていう

のを強くメッセージを行政としてやっぱり出していかないといけないでしょうと。 

 そのためには良い事例をしっかり集めてしっかり公表し、そのために大阪府としてプラッ

トフォーム機能をしっかりつくるべきだという認識になっておりますので、皆様がたは情報

提供のやり方、発信もそうなのですけれども、我々の方に出していただきやすい形というの

をご提案いただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【室﨑部会長】 

 どうもありがとうございます。 

 そういうことで言うと今までのこのコンビナート防災計画、すべてそうなのですけれど、

行政サイドと事業所サイドの連携協力というのはとても重要な鍵になっておりますので、こ

のポータルサイトというか、ホームページ作成につきましても事業所さんのご協力も得て良

いものを作っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 これは大きな問題はないと私は思いますので、基本的にはもう事務局の原案通り、強いて

言うと情報の事例共有のところはとても大切なので、もうちょっと強力にその重要性を書き

込んでいただいたらいいのではないかなと思いますので、そのあたりも含めて事務局にお任



せするということでよろしいでしょうか。皆さん反論等ございませんでしょうか。 

 普通だったらここで「〇
まる

」の紙を出せってやるのだと思いますけれど。 

 多分問題ないと思いますので、一応案が認められたということにさせていただきたいと思

います。どうもありがとうございました。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。 

 

【室﨑部会長】 

 それでは 2 番目の議題でございます、「大阪府石油コンビナート等防災計画の修正につい

て」というところでよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 はい、引き続き大阪府消防保安課の伊藤から「(2)大阪府石油コンビナート等防災計画の

修正について」ご説明させてもらいます。 

 まず資料 2－1になります。現在の府の石油コンビナートの防災計画は、平成 30年 10月

に修正されたものが最新版となっています。 

 その後、資料 2－1の１になるのですけれども、(1)岬地区が今年の 3月 31日に関西電力

多奈川第二発電所の危険物施設が廃止され、今年の 9月 9日に特別防災区域の指定から解除

されたこと、(2)今年の 10月 1日に大阪港湾局が設置されたこと、「(3)関西国際空港におけ

る航空機事故発生時の対策本部の変更」で、こちらもともとは国土庫通称大阪航空局関西空

港事務所にそういう事故対策のところが設置されていたのですけれど、一昨年の台風 21 号

を契機にしてすべての対応する本部機能が関西エアポート株式会社の方に移ったというと

ころです。 

 こういうような変更と、もう 1つが、2になるのですけれども、こちらはちょっと大きい

かなと思うのですが、「２ 特定事業所における対策の進展による災害発生のリスクの低減」

になります。 

 現在の石油コンビナートの防災計画に、津波による危険物タンクからの危険物の流出量が

災害想定として掲載をされているのですが、こちらの試算がされたのが、平成 25 年度、26

年度頃です。 

 この後、第 1期対策計画、第 2期対策計画で、事業所さんの方でいろいろな防災に関する

取組みがなされました。 

 その結果、津波による危険物の流出量が減少しているというところで、今回タンクの対策

について事業所さんにアンケートを実施し、事業所さんからいただいた結果をもとに、現在

の流出量の算定をやり直したというところになります。 

 資料 2－1 の裏面が、現在の大阪府石油コンビナート防災計画の災害想定の時系列で、東

日本大震災発生以降、消防庁の方で防災アセスメント指針が改訂されて、大阪府が平成 26



年 3月に地震・津波等の災害想定を追加したとか、平成 28年 3月に高圧ガスタンクの災害

想定を追加したとか、などの追加が行われています。 

 また、法令の改正もありまして、そちらが(2)の〇（白丸）の１つ目になるのですけれど

も、平成 24年 4月 1日の内部浮き蓋付タンクに係る技術基準の施行、平成 26年 5月の高圧

ガスタンクの耐震性向上に関する通知、平成 29年 3月 31日に浮き屋根式タンク及び準特定

タンクの新耐震基準適用期限というような法令の改正がなされているというところと、事業

所さんの方で第 1期対策・第 2期対策で取組みが進められたということがこの間経過として

ありまして、その結果今回防災計画の修正を考えているところが、下の(3)の表の丸印を付

けているところで、長周期地震動による災害想定、津波による災害想定、高圧ガスタンクの

災害想定と各地区の想定災害のまとめというところを今回変更、修正をさせてもらえたらな

と考えているところです。 

 次に資料 2－2、こちらが災害の想定の考え方で、こちらは現計画に載っている内容で主

に消防庁の防災アセスメント指針に基づいて浮き屋根式タンクのスロッシングの波高、溢流

量を算出し、また津波による災害想定も消防庁の津波滑動のシミュレーションツールという

のがありますので、こちらを活用しています。 

 こちらについての説明は、資料で以前から掲載している算定方法なので今回は割愛させて

もらいます。 

 資料 2－3ですけれども、今回の修正概要（案）で主に 3つあります。 

 長周期地震動による災害想定、津波による災害想定、高圧ガスタンクの災害想定です。 

 まず、第 2の長周期地震動による災害想定になりますが、現在の浮き屋根式の危険物タン

クにつきましては現在の計画に記載の災害想定では、許可容量 3万 5千 kL以上の大型タン

ク 31基で、最大溢流量がスロッシングによる最大溢流量が 1万 2千 kLと算定されています

というところですが、この後、真ん中の列になるのですけれども、浮き屋根式タンクについ

てはまず、平成 29年 3月末までに、休止中のタンク 1基は除くのですが、耐震基準に適合

しているというところと、あと消防法の告示に基づいて、1,000kL以上のタンクについては、

スロッシングが発生しても内容物の溢流が起こらないような対応が事業所さんで取られて

いるということになりますので、まずこの浮き屋根式危険物タンクの災害想定の修正案とし

ては、アンダーラインのところになりますが、すべて休止中のタンクを除いて、すべてのタ

ンクで耐震基準に適合しており、また事業所さんの方ではスロッシングによる溢流が発生し

ないよう、スロッシングによる最大波高を想定した液面管理が行われているというところで、

溢流による被害発生の危険性は低いというように修正をさせてもらえたらと考えています。 

 次に〇（白丸）の二つ目、内部浮き蓋付き危険物タンクですが、現計画ではスロッシング

による最大波高が 2ｍを超えるものが堺泉北臨海地区で 4基あったというところでした。 

 この間調査を行った結果なのですが、こちらのタンクについては技術基準への適合工事を

完了していることが分かりましたので、これも一番右のところなのですが、修正案として、

これら 4基のタンクは浮き蓋の構造に係る技術基準への適合を完了しました、というところ

と、やはりまだ技術基準に適合していないタンクがあるので、「早期に技術基準に適合する

ように改修を進めていくことが重要である」と引き続き掲載と考えております。 



 次が津波による災害想定ですけれども、今の災害想定が平成 25年度、26年度あたりにさ

れたものになります。 

 この時に北港地区では最大流出は約 2 万 7 千 kL、堺泉北臨海地区全体では地区全体で約

5千 kLという流出量が算定されましたが、この後第 1期対策計画・第 2期対策計画の中で、

事業所さんにいろいろ取り組んでいただいた結果、まず 500kL以上の危険物タンクについて

は、管理油高の調整をいただいて津波による浮き上がりと滑動が起こらないようになったと

いうところと、500kL未満のタンクについても、今回事業所さんにアンケートを取った結果、

すでに注水による対策や先ほどあった内容物の移送という対策と、あとは防油堤を設置され

ているというような対策、そういうものがありました。 

 その結果を反映したもので新たな災害想定を掲載したいと考えているのですが、そういう

対策があったので、まず 500kL以上のタンクについては、流出量ゼロになりましたというと

ころと、500kL 未満のタンクの一部についても対策は取られているということでその結果、

北港地区では以前が約 2万 7千 kLの最大流出量だったのが、4,500kL（84％減）になりまし

たというところと、堺泉北臨海地区では以前が 5千 kLのシミュレーション算出だったとこ

ろが、1,200kL(76％減)まで削減されました、というところを修正させてもらいたいと考え

ています。 

 最後、第 4の高圧ガスタンクの災害想定ですけれども、東日本大震災のときに球形の高圧

ガスタンクが座屈するというようなことがありました。 

 これをきっかけに耐震の対策がとられました。 

 現状が左のセルになりまして、このとき平成 26年、27年頃、耐震対策がまだ完了してい

ないタンクが 3基あったので、内容物の量を減らして、ブレースにエネルギー荷重がかから

ないようにする対策をとられていました。 

 この後個々の事業所さんがどういった対策をとられたかですけれども、真ん中のセル、残

り 3基のうち、1基の耐震対策が完了し、あと残り 2基については休止中で内容物が窒素で

置換されています。 

 この事業所さんにおいては今後内容物に応じたシミュレーション耐震計算をし直して、耐

震対策をとりますということです。 

 従いまして計画の修正（案）として右の列ですが、鋼管ブレースの耐震対策は休止中のタ

ンクを除き完了したという修正案にさせてもらえたらと考えています。 

 次に資料 2－4、今の計画と修正案の津波による危険物の流出量の比較の表です。 

 右下の合計流出量は 82％、トータルで減りました。 

 最後の資料 2－5が、この概要を踏まえて本文の修正案になります。 

 まず大阪北港地区の災害想定ですけれども〇（白丸）の 2つ目、アンダーラインを引いて

あるところですが、現計画では大半のタンクが津波により移動し、最大 2万 7千 kL流出す

るおそれがあるとなっているところが、対策を進めた結果、危険物タンクの一部が津波によ

り流出し、最大 4.5千 kL流出するおそれがあるというところ、事業所さんの対策が進んだ

結果、流出量は大幅に減少していますよというところ、それから〇（白丸）の 3つ目、流出

量が減少しているものの油類が海水とともに拡大していくような事態になった場合は、陸



上・海上火災の災害が発生する可能性があると。 

 流出量がだいぶん減ったというところを強調させてもらっています。 

 次の 2ページ目、次は堺泉北の想定災害になりまして、まず〇（白丸）3つ目が、高圧ガ

スタンクの災害想定になります。 

 こちらは鋼管ブレースの耐震化が進んだので、そういうところを反映するために、〇（白

丸）3つ目ですけれども、「極めて低い可能性であるが、」というようにさせて修正案として

文言の追加を考えています。 

 次に〇（白丸）の 4つ目ですが、こちらもタンクの津波による滑動対策で、タンクの大半

ではなくて一部のタンクが流出するおそれがあるというところと最大 1.2千 kL流出という、

これまでの事業所さんの対策を反映したものに させてもらうところです。 

 同じように浮き屋根式タンクのスロッシングによる溢流の対策についても「全ての大型の

危険物タンクは、」というところです。 

 「平成 29 年度末までに、新たな耐震基準に適合し」のところですけれども、こちらも事

業所さんの取組みを反映して流出量が大幅に減少しているところを強調させてもらいたい

と考えています。 

 それから 3ページ目が想定災害の一覧表で、スロッシング対策について浮き屋根式タンク

から危険物の溢流による被害発生の危険性は低いと事業所さんの対策を反映させたものに

して、津波による災害は最大約 1.2千 kLの流出とこちらも事業所さんの対策を反映したも

のです。 

 そして、あとは第 1石油類の割合が今回相対的に上がっており、33％という形で修正をさ

せてもらえたらなというところです。 

 4ページ目の関西空港について今回は特に修正がなくて、岬地区を今回特別防災区域から

外れ指定が解除されたので、削除させてもらいたいと考えています。 

議題の(2)についての説明は以上です。 

 

【室﨑部会長】 

 はい、どうもありがとうございました。 

 今回のこの修正、内容についてはまたご意見を伺いますけれども、この対策をいろいろ積

み重ねてきた結果として被害想定に反映させてそれだけ安全になったと示すことも大変だ

と思います。 

 それにもかかわらずまだ 100％でないというところでまた引き続き努力をする、そういう

ＰＤＣＡサイクルを回して最後のアクションから次のアセスメントに回していくことはと

ても重要で、やっぱりどこまで安全になったかということも意識しながら進めるという意味

ではこの修正点がとても大切だと思っております。 

 そういうことも含めて、この内容で良いのかどうかとかご意見いただければ良いと思いま

すがいかがでしょうか。それじゃまた同じようにご指名させていただきます。髙橋先生いか

がでしょうか。 

 



【髙橋委員】 

 はい。室﨑先生がおっしゃる通り、やはり各事業所さんのここまでのご努力がこのように

反映されて、災害想定がだいぶん下がってきて安全になっているということはこれでよくわ

かりましたので本当大変素晴らしいと思いますし、これはやっぱりちゃんと皆さんがわかる

形が重要ですので、こういった修正は本当良いことだと思います。 

 もちろん室﨑先生がおっしゃるようにゼロに近づけていく努力もしないといけないでし

ょうし、例えば津波の場合だと管理油高の下限値を守ってもらうことは重要ですので、そう

いったことが出来ているからこれだけ減っているわけですので、今後も継続していただく、

そうして事業所さんと一緒にやっていかなきゃいけないのかなと思います。コメントは以上

です。 

 

【室﨑部会長】 

 はい、どうもありがとうございました。 

 とても重要なポイントは評価のシミュレーションの方法が今までと同じように国の基準

でシミュレーションに従って、恣意的に評価をしているわけではなくて、やっぱり非常に客

観、ちゃんと認められた根拠に基づいてやっているということ、そこはまず重要ですよね。 

 2つ目はまだすべて危険がゼロになったわけではないのでどれだけリスクが残っているか

ということはきちんと示すことが必要だし、その 2つ目のプラスアルファとしては最悪の場

合、さっきの BLEVEなんかの極めて低い確率だけど最悪の場合こういうことが起きるよとい

う最悪のケースについても、きちんと触れておくということがとても大切だと思いますので

そういうことをきちんと守っていただければ、今回の取組みはとても良いのではないかなと

私は思います。 

 行政の消防局さん、ご意見ございますでしょうか。 

 大阪市消防局の北さん、音声だけだとお聞きしていますけれど。 

 

【北委員】 

 はい、聞こえました。消防局の北です。 

 今回のこの対応につきまして、いろいろ事業所の方が管理油高の管理とかっていうことで

流出量が非常に少なくなってきているとかあるのですが、その油の流出の関係から言います

と、今回の油の分析を見ますと、やっぱり引火点の低い石油類の流出量の割合がまだ多いと

いうことで、やはり引火点の低いものが小さいタンクに集中してくるのかなというところが

ありますので、そういう対策も今後引き続きやっていくことが重要かなと思います。以上で

す。 

 

【室﨑部会長】 

 はい、どうもありがとうございました。 

 続きまして堺市消防局の妙中さん、よろしくお願いします。 

 



【妙中委員】 

 妙中でございます。 

 特に意見はないですけれども、私も消防機関として立入検査という形で年に一度必ず事業

所様に伺うことがあります。 

 今回であれば、まだ浮き蓋タンクに適合しないものがあるのですけれども、そういったと

ころの指導も含めてまた事業所様と一緒に取り組んで参りたいと思っております。以上です。 

 

【室﨑部会長】 

 はい、どうもありがとうございました。 

 やはり皆さんの努力が結果に反映されるということを分かりやすく示すことはとても大

切なので、今回の修正はとても重要なことだと私は思っております。 

 今度は事業所さんの方で何かご意見等ございますでしょうか。 

 堺泉北の篠﨑さんいかがでしょうか。 

 

【篠﨑委員】 

 先ほどから皆さん先生がたお話していただいている通りだと思います。 

 やはり見直したことによって大きな効果が現れる、こういったことはやっぱり大きくアピ

ールしていただくと企業の方もやりがいがあって非常に良いと思いますので、こういったと

ころのアピールをよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

【室﨑部会長】 

 はい、どうもありがとうございます。 

 今度は北港地区の辰馬さんいかがでしょうか。 

 

【辰馬委員】 

 はい、辰馬でございます。 

 特に北港地区のたくさんの流出シミュレーションがあったのですけども、84％削減できて

きました。 

 これをしっかりと理解して、次の残りの小さいタンクの第 1石油類はまだ残ってございま

すので、そこをしっかりやっていくために行政の皆様とか、バックアップがやっぱり必要に

なってくると思います。 

 特に北港地区は倉庫業の方が多く、大変ご苦労されている事業場さんが多いので、またバ

ックアップの方をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

【室﨑部会長】 

 はい、どうもありがとうございました。 

 では事務局はいかがでしょうか。だいたい概ね今回の被害想定の変更ということについて

は、もう皆さん賛成していただいていると思いますけれど、事務局で何か補足のコメント等



ございますでしょうか。 

 

【小池委員】 

 危機管理室長の小池でございます。 

 皆様がたのご努力によりまして、リスクがだいぶ軽減されている、府民の皆様がたにはこ

ういう公開資料で示していこうというのが我々の思いでございます。 

 ただ一方で残余リスクがございますので、改めまして今も防災計画の中に記載されていま

す防災訓練や防災教育というような残余リスクに対する継続的な災害予防ということには

しっかりと事務局として取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【室﨑部会長】 

 どうもありがとうございます。 

 今小池さんが言われた通りだと思いますね。 

 むしろ教育だとか訓練だとかそういうところに少し重点が移っていくのかなという気は

いたしますけれど、最終的にリスクがゼロになるまで努力を続けるということでございます。 

 でもそういうその目標が具体的にはっきりしてきたと思いますよ。 

 どういう対象について、どうすればどれだけリスクが下がるかっていうことなので、そう

いうリスクというものを意識しながら取り組んでいくということは、こういう修正によって

そういう方向付けができたように思います。どうもありがとうございました。 

 何かこの 2 番目の議題の修正について、というか防災計画の被害想定も含めてですけれ

ど、修正についてご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ではこの第 2番目の防災計画の修正についてというご提案につきましては、一応ご了解い

ただいたということにさせていただきたいと思います。よろしいですね。どうもありがとう

ございました。 

 ちょっとなんか早く進みすぎている気もするので、この際何かありませんでしょうか。 

 大阪府はこういう形で非常に丁寧に取り組んでいただいているのですけれど、全国的には

どうなのですかね。他の県などの取組みって何か情報は入っていますでしょうか。 

 

【事務局】 

 このように進行管理をしているのは大阪府が最初でして、神奈川県さんが大阪府を見て対

策の情報収集という形で毎年取りまとめを行っております。 

 そういう面では今、大阪府と神奈川県だけでして、特にこの管理油高の問題を事業所さん

に認識していただいてここまで対策が進んでいるというのは本当に自らあれなのですが、全

国的には先進的な取組みを委員の皆さんのご指導で進められているかなと思っております。 

 

【室﨑部会長】 

 どうもありがとうございます。そういう意味で言うと先進地としてそういう成果をもう少

しいろんな形で広報したり、見えるようにしたりしていく、まず府民にもしっかりお伝えし



ていくこともとても大切だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 その他何かご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。ちょっと急ぎすぎてい

るような気もしますけれど。 

 岡山大学の鈴木先生から概ねこれでいいよというご返事をいただいたと聞いているので

すけれど、何か鈴木先生のご意見でご紹介いただくようなことはございましたでしょうか。 

 

【事務局】 

 室﨑先生がおっしゃられたように鈴木先生からは概ねこれでいいというところで、室﨑先

生からもリスクが減ったというような話があったと思うのですが、リスクが減っているとい

うところはやはり強調したらどうかというご意見がありました。 

 北港地区の資料 2－5の 1ページ目の〇（白丸）3つ目ですが、「流出量が大幅に減少して

いる」という修正案を当初事務局ではこういう文言はつけていなかったのですけれども、鈴

木先生のご意見がありましたので、文言をこのように「流出量が大幅に減少しているものの」

と追記させてもらったところです。 

 

【室﨑部会長】 

 はい、どうもありがとうございました。 

 いつも鈴木先生は厳しめに評価される先生なのですけれど、概ねこれでいいとご見解いた

だいたので、今日のご提案通りでいいと思います。 

 一応今日はこの提案はこれで決めさせていただきたいと思います。 

 それでは 3番目の議題ですけれども、その他ということで事務局からご説明よろしくお願

いいたします。 

 

【事務局】 

 はい、引き続き大阪府消防保安課伊藤が説明させてもらいます。 

 資料 3、今後のスケジュールについてというところです。 

 2本だてなのですけれども、まず第 3期対策計画の策定のスケジュールにつきまして、本

日 12 月 15 日の検討部会終了後、12 月下旬に書面会議という形にはなるのですが、防災本

部の幹事会の方に今回の検討部会の内容を踏まえた修正案のご意見をいただきたいと考え

ておりまして、その後 1月中旬ぐらいに締め切らさせてもらって取りまとめを行い、事業所

様の方に第 3期対策計画の策定をご依頼させてもらえたらなというところです。 

 こういう時期なので、もちろん対面で説明させてもらうのがベストではあるのですけれど、

もしかしたら書面による説明ということになるかもしれない、ここはまだ分からないところ

です。 

 事業所さんからは年度末でお忙しい時期とは思うのですが、3月初旬あたりにご提出いた

だきまして事務局で結果を集約し、防災本部会議に書面会議という形で意見照会を行いまし

て、来年度になるのですけれども 4月に第 3期対策計画の公表というスケジュールで進めさ

せてもらえたらと考えています。 



 一方、防災計画の修正、今日の議題 2 の(2)ですけれども、防災計画の修正につきまして

は、同じように今日の検討部会を踏まえまして、まず幹事会で書面という形でご意見をいた

だき、その後、計画の修正なので、パブリックコメントを 1月中旬から 2月中旬の 30日ぐ

らい期間を設けまして、その後取りまとめ、同じように本部会議で意見照会を行い、来年度

4月に修正の公表という流れで進めさせてもらえたらというところです。 

 資料 3について説明は以上になります。 

 

【室﨑部会長】 

 はい、どうもありがとうございます。 

 これは議題ではないので一応ご報告ということで、防災計画の修正はちゃんとパブコメも

して最終的に決定をするということでございます。どうもありがとうございました。 

 それでは本日予定していました議事については以上ですので、事務局にお返ししてよろし

いでしょうか。事務局、よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 本日は部会員の皆様には熱心にご議論いただきましてありがとうございました。 

 本日の議事録につきましては、事務局で整理しまして部会員の皆様にご確認いただきます。 

 これで本日の部会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

 

【一同】 

 ありがとうございました。 

 


